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芦別市医師及び看護師修学資金貸与条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、将来市立芦別病院（以下「市立病院」という。）において医師又は看護師の業

務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、医師及び看護師の確保に資する

ことを目的とする。 

 

（修学資金の貸与） 

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者（以下「貸与資格者」という。）の申請により、

その者に無利息で修学資金を貸与することができる。 

(１) 学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定に基づく大学の医学を履修する課程（以下「医学

課程」という。）に在学している者又は医学課程の入学試験に合格した者 

(２) 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定に基づく看護師の大学、学校又は養成

所（以下「看護師学校等」という。）に在学している者又は看護師学校等への入学手続が完了し

ている者 

 

（修学資金の額） 

第３条 修学資金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内におい

て、貸与資格者が貸与の申請をした額とする。 

(１) 前条第１号に規定する者 月額30万円（医学課程に入学する日の属する月の分にあつては、

30万円に当該入学に要する入学金に相当する額（その額が100万円を超えるときは100万円）を加

えた額）以内 

(２) 前条第２号に規定する者 月額10万円以内 

 

（貸与の期間） 

第３条の２ 修学資金を貸与する期間は、貸与資格者が医学課程又は看護師学校等（以下「学校等」

という。）に入学した日の属する月から当該学校等を卒業する日の属する月までの範囲内において、

当該貸与資格者が貸与の申請をした期間とする。ただし、当該期間は、学校教育法に基づく修業年

限又は看護師学校等が定める標準の修業年限に相当する期間を超えることができない。 

 

（貸与の決定） 

第４条 市長は、第２条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、修学資金の貸与の可否



及び額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。 

 

（契約の締結） 

第５条 前条の規定により、修学資金の貸与の決定通知を受けた者（以下「修学生」という。）は、

決定通知を受けた日から10日以内に連帯保証人２人と連署のうえ、市長との間に契約を結ばなけれ

ばならない。 

 

（連帯保証人） 

第５条の２ 前条の連帯保証人は、親又はこれに代わる者（以下「保護者」という。）及び保護者以外の

もので独立の生計を営む成人とする。 

２ 連帯保証人は、修学生と連帯して債務を負担するものとする。 

３ 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、速

やかに新たな連帯保証人を定め市長に届け出なければならない。 

 

（修学資金の総額） 

第６条 市長は、第５条の規定により修学資金を貸与する契約を結ぶ場合には、当該年度において結

ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額を超えることとならないよう

にしなければならない。 

 

（貸与方法） 

第７条 修学資金は、第５条の規定による貸与の契約（以下「貸与契約」という。）に定められた期

間において、毎月当月分を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あ

らかじめ、翌月分又は翌々月分をあわせて貸与することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、修学生が学校等に入学する日の属する月の分の修学資金は、当該月の

前月に貸与することができる。 

 

（修学資金の額の変更） 

第７条の２ 第３条に規定する修学資金の額については、当該修学資金の貸与を受ける期間の年度ご

とに変更することができる。 

２ 前項の規定により修学資金の額を変更しようとする修学生は、当該変更をしようとする年度の初

日の10日前までに、市長に申請書を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、修学資金の変更後の額を決定し、当該申

請をした修学生に通知するものとする。 

４ 前項の規定により、修学資金の額の変更の決定通知を受けた修学生は、貸与契約を変更する契約

を市長と締結しなければならない。この場合においては、第５条の規定を準用する。 

 

（借用証書の提出） 

第８条 修学生は、規則の定めるところにより、毎年４月から翌年３月までの間において第７条の規

定により貸与を受けた修学資金に係る借用証書を市長に提出しなければならない。 

 

（貸与の取消し等） 

第９条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第４条の規定による貸与

の決定を取り消し、貸与契約を解除するものとする。 

(１) 退学したとき。 

(２) 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。 

(３) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。 

(４) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

(５) 死亡したとき。 

(６) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。 

２ 市長は、修学生が休学若しくは留年し、又は停学の処分を受けたときは、休学若しくは留年し、



又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学又は進級した日の属する月の分まで修学資

金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資

金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与

されたものとみなす。 

３ 市長は、修学生が留年した場合において、規則の定めるところにより当該修学生から卒業するこ

とを確約する書類の提出を受けたときは、当該書類を審査し、当該確約を承認するときに限り、前

項の規定にかかわらず、貸与契約に定めた期間内における留年期間（進級までに要する期間をいう。）

について修学資金を貸与することができる。 

４ 市長は、修学生が正当な理由がなくて第14条に規定する健康診断書及び学業成績証明書を提出し

ない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。 

 

（返還の債務の免除） 

第10条 市長は、修学生又は修学生であつた者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、

修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。 

(１) 第２条第１号に該当する者が、医師の免許を受け、医師法（昭和23年法律第201号）第16条の

２の規定による臨床研修（以下「卒後臨床研修」という。）を修了し、又は卒後臨床研修及び任

意の専門的臨床研修を続けて修了した後、１月以内に市立病院の業務に従事を開始した場合であ

つて、その従事する期間（卒後臨床研修を市立病院で修了した場合は、当該研修に要した期間を

含む。）が、修学資金の貸与を受けた期間（前条第２項の規定により貸与されなかつた修学資金

に係る期間を除く。次号及び次項において同じ。）に相当する期間に達したとき。この場合にお

いて、卒後臨床研修の期間は３年、卒後臨床研修及び任意の専門的臨床研修を続けて受ける場合

の期間は６年を限度とする。 

(２) 第２条第２号に該当する者が、看護師の免許を受けた後、１月以内に市立病院の業務に従事

を開始した場合であつて、その従事する期間が、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に

達したとき。 

(３) 前２号に規定する市立病院に従事する期間（以下「病院従事期間」という。）中に死亡し、

又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。 

(４) 学校等に在学中に死亡したとき。 

２ 前項第１号及び第２号の場合において、病院従事期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する

期間に達する前に市立病院の業務に従事しなくなつたときは、当該貸与を受けた期間に相当する期

間のうち当該病院従事期間と同一となる期間の分に限り、修学資金（第３条第１号括弧書の規定に

より加算される入学金に相当する額を除く。）の返還の債務を免除するものとする。この場合にお

いて、第３条第１号括弧書の規定により加算される入学金に相当する額については、病院従事期間

が当該貸与を受けた期間に相当する期間の２分の１を超えているときに限り、その半額の返還の債

務を免除するものとする。 

３ 病院従事期間は、修学生であつた者が当該従事を開始した日の属する月（当月における従事した

日が15日に満たない場合は、その翌月）から従事しなくなつた日の属する月（当月における従事し

た日が15日に満たない場合は、その前月）までの月数により計算するものとする。 

 

（返還） 

第11条 修学生であつた者が、第９条第１項の規定により修学資金の貸与の契約を解除されたとき、

又は卒後臨床研修を修了し、若しくは卒後臨床研修及び任意の専門的臨床研修を続けて修了した後

若しくは看護師の免許を受けた後１月を超えて市立病院の業務に従事しないとき、又は市立病院の

業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に満たないときは、当該解除さ

れた日又は当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間（第９条第２項

の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間及び病院従事期間を除く。）の２分の１に相当

する期間（次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期

間とを合算した期間）内に貸与された修学資金を返還しなければならない。ただし、繰上償還をす

ることを妨げない。 

２ 前条第２項の規定に該当する者は、貸与を受けた修学資金の総額から同項の規定により返還の債



務を免除された修学資金の額を差し引いた残額を返還しなければならない。この場合においては、

前項の規定を準用する。 

３ 前２項の規定により修学資金を返還しなければならない者は、その理由の生じた日から20日以内

に、返還に係る誓約書（以下「返還誓約書」という。）を市長に提出しなければならない。 

４ 前項の規定により返還誓約書を提出した者が、当該返還誓約書に記載した事項のうち、返還方法

及び返還額を変更しようとするときは、あらかじめ規則の定めるところにより、市長の承認を受け

なければならない。 

 

（返還の猶予） 

第12条 市長は、修学生であつた者が、災害、傷病その他やむを得ない理由により修学資金を返還す

ることが困難であると認める場合には、その理由が継続する期間、その理由が生じた日以後到来す

る修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。 

２ 前項の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、その理由を証する

に足りる書面を添えて、市長に申請書を提出しなければならない。 

 

（延滞利息） 

第13条 修学生であつた者が、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなか

つたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの延滞利

息を支払わなければならない。 

 

（健康診断書及び学業成績証明書の提出） 

第14条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年健康診断書及び学業成績証明書を市長に提出し

なければならない。 

 

（届出） 

第15条 修学生又は修学生であつた者で修学資金を返還中のものは、次の各号のいずれかに該当する

に至つたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は住所を変更したとき。 

(２) 退学したとき。 

(３) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 

(４) 休学若しくは留年し、又は停学の処分を受けたとき。 

(５) 復学し、又は留年後進級したとき。 

(６) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があつたとき。 

 

（規則への委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年４月１日から適用する。 

 


